別記様式第８号（第12条関係）
しごとセンター特別設備許可書
番　　　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長門市長　　　　　　　　印


年　　月　　日付けで申請のあった特別な設備について、次のとおり許可します。

	設置日時
又は期間
	　　　年　　月　　日　　午前・午後　　　時　　分から
　　　年　　月　　日　　午前・午後　　　時　　分まで

	設置施設
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	特別な設備の
設置の留意点
	


	許可条件
	１　長門市しごとセンター設置条例及び同条例施行規則を堅く守り、これに基づく指示に従うこと。
２　使用目的以外に施設を使用しないこと。
３　施設の使用後は直ちに現状に回復し、係員の検査を受けること。







